
政

令

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
十
四
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

令
和
三
年
十
月
一
日

二

第
二
条
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定

令
和
四
年
六
月
一
日

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に

寄
与
す
る
観
点
か
ら
、
児
童
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
の
児
童
の
数
等
に
応
じ
た
児
童
手
当
の
効
果
的
な
支
給
及
び

そ
の
財
源
の
在
り
方
並
び
に
児
童
手
当
の
支
給
要
件
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
三
年
五
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

法
律
第
五
十
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
一
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
行
う
市
町
村
そ
の
他
の
当
該
市
町
村
に
お
い
て
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

の
提
供
を
行
う
関
係
機
関
相
互
の
連
携
の
推
進
に
関
す
る
事
項

第
六
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
六
分
の
一
」
を
「
五
分
の
一
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
労
働
者
の
子
育
て
の
支
援
に
積
極
的
に
取
り
組
む
事
業
主
に
対
す
る
助
成
）

第
十
四
条
の
二

政
府
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
仕
事
・
子
育
て
両
立

支
援
事
業
と
し
て
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
係
る
育
児

休
業
の
取
得
の
促
進
そ
の
他
の
労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必

要
な
雇
用
環
境
の
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
当
該
労
働
者
の
子
育
て
の
支
援
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
認

め
ら
れ
る
事
業
主
に
対
し
、
助
成
及
び
援
助
を
行
う
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
児
童
手
当
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
支
給
さ
れ
な
い
者
」
の
下
に
「
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
の
前
年
又
は
前
々
年
の
所
得
が
、

当
該
者
の
扶
養
親
族
等
及
び
当
該
者
の
扶
養
親
族
等
で
な
い
児
童
で
当
該
者
が
当
該
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い

て
生
計
を
維
持
し
た
も
の
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
、
政
令
で
定
め
る
額
未
満
で
あ
る
も
の
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
中
「
次
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第

五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
二
条
第
三
項
」
を「
附
則
第
二
条
第
四
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中「
附
則
第
二
条
第
三
項
」

を
「
附
則
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
範
囲
及
び
そ
の
額
の
計
算
方
法
並
び
に
い
ず
れ
の
月
分
の
給
付
に
つ
い
て
前
年
又

は
前
々
年
の
所
得
を
用
い
る
か
の
区
分
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
児
童
手
当
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
手
当
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
六
月
以
後
の
月

分
の
同
項
の
給
付
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
五
月
以
前
の
月
分
の
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
手

当
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
給
付
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
自
治
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
附
則
第
二
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
別
表
第
一
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三

号
）
の
項

二

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
三
条

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

総
務
大
臣

武
田

良
太

著
作
権
法
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
三
年
五
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

政
令
第
百
五
十
八
号

著
作
権
法
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、著
作
権
法
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令

和
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

著
作
権
法
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条

第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
と
す
る
。

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

御

名

御

璽

令
和
三
年
五
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉
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